
1 

 

令和４年第１０回教育委員会定例会会議録 

 

１．開会日時及び場所 

   開会 令和４年１０月２５日（火）午後２時 

   場所 能勢町役場本館会議室（１） 

 

２．出席委員 

教育長 加堂 恵二  職務代理者 市村 依子  委 員 畠中 勝身 

委 員 的場 麻子  委 員 中澤 安弘 

 

３．事務局職員出席者 

教育次長 寺内 啓二、学校教育総務課長 奥 成久 

学校教育総務課教育総務担当係長 岡 康一 

 

４．議事の次第  

寺内次長 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺内次長 

 

 

 

＜開会＞ 

 

＜挨拶＞ 

皆さん、こんにちは。定例会へのご出席、大変ご苦労様でございます。 

10月の下旬に入りまして、朝夕めっきり寒くなってまいりました。体調管理

には、十分ご留意いただきたいと思います。 

まず、今日の開会に当たりまして、大変うれしいお知らせを申し上げます。

今回の日程調整でも少しお知らせしたとおり、市村委員が地方教育行政への功

績が顕著と認められ、文部科学大臣から表彰されることとなりました。おめで

とうございます。 

 本日の案件は、報告が２件です。最後まで慎重審議をいただきますようお願

いします。 

それでは、定例会を始めてまいります。会議録の署名について、第10回定例

会会議録署名委員は、的場委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。報告第７号「臨時代理事項の報告について（大阪

府教育委員会と豊中市教育委員会、池田市教育委員会、箕面市教育委員会、豊

能町教育委員会及び能勢町教育委員会との教員の期限を付した人事交流に関す

る協定書の締結）」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

まず、３ページ及び４ページに参考資料として添付している協定書をご覧い

ただきたいと思います。 

これは、平成24年８月27日に大阪府教育委員会と豊能地区３市２町の教育委

員会との間で締結した協定書ですが、今般その一部につき変更する必要が生じ
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加堂教育長 

 

 

畠中委員 

 

寺内次長 

 

 

畠中委員 

 

寺内次長 

 

 

加堂教育長 

 

市村教育長 

職務代理 

 

寺内次長 

 

たところです。 

本件につきましては、当該変更に関する大阪府との協議がまとまったことを

受けまして、１ページ及び２ページに示すとおり、本月21日付で改めて協定を

締結することについて、教育委員会議を開く暇がないとの判断のもと、教育長

の臨時代理により事務処理したことについて、報告をし、承認を求めるもので

す。 

平成24年の協定書からの変更点ですが、まず、１ページの第４条第１項の各

号について、各市町教委所管の学校として「義務教育学校」を追加していま

す。また、現在では府立中学校も設置されていることから、新たに第３号及び

第６号の規定を追加しています。第３号にあっては第２号と同様の、第６号に

あっては第５号と同様の書きぶりとなっていますので、ご確認をお願いしま

す。 

２ページの第６条ですが、この協定の実施時期として、令和５年度当初から

の適用となることを定めています。次の第７条は新たに追加した規定で、平成

24年の協定書が廃止となることを定めています。 

報告第７号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくよう、

よろしくお願いします。 

 

説明が終了しました。これから質疑を行います。 

何か質疑はございませんか。 

 

 人事交流で、これまでに能勢町に来た教職員はいますか。 

 

 私の記憶では、府立支援学校に行く例はいくつかありますが、来られたこと

はないと思います。 

 

 人事交流の年齢が45歳以下となっていますが、何か決まりがあるのですか。 

 

 若手の先生が色々なところで経験して研さんを積み、そこで学んだことを元

の学校に戻ってから生かしていただくという趣旨です。 

 

 他に、ございませんか。 

 

 ２ページの、教育委員会によって、「教育委員会教育長」と単に「教育長」と

している表記の違いは何ですか。 

 

 以前は、教育長は教育委員として任命されてから教育委員会の中で互選され

ていましたが、制度改正によって現在は直接教育長として任命されますので、
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加堂教育長 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

寺内次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

市村教育長 

職務代理 

 

寺内次長 

 

中澤委員 

 

寺内次長 

 

加堂教育長 

単に「教育長」という表記だけでも間違いではないということだと思います。 

 

他に、ございませんか。 

 特にないようですので、これから採決を行います。報告第７号は、承認して

よろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、報告第７号は、承認することに決定しました。 

続きまして、報告第８号「臨時代理事項の報告について（能勢町立能勢ささ

ゆり学園の教職員の人事異動）」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

本件につきましては、能勢ささゆり学園における会計年度任用職員の退職及

び府費負担の臨時的任用職員の任用につき、教育委員会議を開く暇がないとの

判断のもと、教育長の臨時代理により事務処理したことについて、報告をし、

承認を求めるものです。 

１ページをお願いします。会計年度任用職員の退職です。この職員につきま

しては、町単費の非常勤講師として本年９月１日付で任用したものですが、先

月30日の教育委員会定例会の閉会後に、一身上の都合によるものとして退職願

が提出され、同日付でこれを受理したものです。 

２ページをお願いします。府費負担の臨時的任用職員の任用です。本月６日

付で記載のとおり任用しました。任用期間は令和５年３月31日までです。 

 報告第８号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくよう、

よろしくお願いします。 

 

 説明が終了しました。これから質疑を行います。 

何か質疑はございませんか。 

 

 退職者の一身上の都合とは、体調のこととかでしょうか。 

 

 

 体力的なこととお聞きしております。 

 

 退職者の後任の募集はしていますか。 

 

 町のホームページで募集しているところです。 

 

他に、ございませんか。 
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一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

的場委員 

 

 

寺内次長 

 

加堂教育長 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺内次長 

 特にないようですので、これから採決を行います。報告第８号は、承認して

よろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、報告第８号は、承認することに決定しました。 

続きまして「令和４年第９回定例会会議録」の承認を行います。 

何か意見などがあればお願いします。 

 

 １ページの９行目、「戸惑うことがあるかも知れませんが、」の「知」は、ひ

らがなで書いた方がよいと思いますが。 

 

 そのように直します。 

 

 他にございませんか。 

ないようですので、「令和４年第９回定例会会議録」を訂正のうえ承認してよ

ろしいですか。 

 

異議なし。 

 

「令和４年第９回定例会会議録」は、訂正のうえ承認することに決定しまし

た。 

次に「教育長報告」を行います。 

10月３日(月) 定例監査開式が開催されました。 

10月11日(火) 能勢ささゆり学園において定例監査が行われました。 

10月14日(金) 校長・副校長会を開催しました。 

10月17日(月) 大阪経済大学の若吉教授が来庁されました。 

10月18日(火) 教頭会を開催しました。 

10月25日(火) 教育委員会定例会を開催しています。 

10月26日(水) 豊能地区教職員人事協議会が開催される予定です。 

 

引き続き「議会関係」です。 

10月25日(火) 10月会議本会議が開催されました。 

 

続きまして、その他に入ります。 

その他について、事務局より何かありますか。 

 

〇報告第６号「教育長に委任された事務の管理及び執行の状況の報告につい 
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加堂教育長 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

寺内次長 

 

 

加堂教育長 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

て」における確認事項について 

 ※配布資料により説明 

 

〇後援名義の使用許可について 

※配布資料により説明 

（後援名義） 

・令和４年度大阪府放送・視聴覚教育研究会大阪府（豊能）大会 

 大阪放送教育研究協議会研究大会 

・公益社団法人 大阪府柔道整復師会 第17回少年少女柔道豊能大会 

・とよの地域若者サポートステーション就労相談会 

・映画「ある精肉店のはなし」ダイジェスト版と記念講演 

・のせフォトコンテスト 

 

〇令和４年度 全国学力・学習状況調査 能勢町の結果概要について 

※配布資料により説明 

 

それでは、次回、第11回定例会の日程調整をさせていただきたいと思います。 

第11回定例会の日程は、11月28日（月）午後２時からでよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第11回定例会の日程は、11月28日（月）午後２時からと決定いたしました。 

続いて、第12回定例会の日程を事務局からお願いします。 

 

第12回定例会の日程につきましては、12月23日（金）午後２時からでお願いし

たいと思います。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

それでは、第12回の定例会の日程につきましては、12月23日（金）午後２時か

らと決定いたしました。 

 それでは、私から一点、報告させていただきます。 

大変残念な話ですが、実は、畠中委員が11月10日の任期満了をもって退任さ

れることが決まりました。慰留に努めましたが、体調のこともありどうしても

ということでございましたので、11月10日をもって退任していただくことにな

りました。畠中委員からは、色々とご意見ご指摘等いただいて、本当にありが
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畠中委員 

 

加堂教育長 

 

とうございました。 

 

（退任あいさつ） 

 

 それでは、これで本日の定例会を終了いたします。 

  

       （閉会 午後２時49分） 
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上記は、会議の経過（要旨）を記したものであり、これを証するためここに署名します。 

 

              教 育 長 

 

              委   員 

 


